
国土交通省

四国地方整備局次長

１．工    事    名 高知港海岸湾口地区津波防波堤築造工事(その2)

２．工          期 令和7年9月30日 ～ 令和8年6月30日

　　（指定部分工期）

３．完成検査年月日（指定部分）

４．評　定　結　果

①評定点 　　「　　82　　」項目評定点は、別表１のとおり

５．送　　付　　先

〒７６０－８５５４

高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎（９階）

四国地方整備局　総務部　経理調達課

ＴＥＬ　０８７－８５１－８０６１（代表）

６．手続き等の問い合わせ先

〒７６０－８５５４
高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎（９階）
四国地方整備局　総務部　経理調達課
ＴＥＬ　０８７－８５１－８０６１（代表）

支店長　山下　昇　殿

国 四 整 経 調 第 30 号

令 和 8 年 5 月 7 日

香川県高松市藤塚町一丁目２番１号
若築・りんかい日産特定建設工事共同企業体

代表者　若築建設株式会社　四国支店

令和8年3月13日

令和8年3月24日

請　負　工　事　成　績　評　定　通　知　書 （指定部分）

　貴共同企業体が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
　貴共同企業体構成員にも通知書（写し）をお渡しください。
　評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日か
ら起算して１４日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。疑問の旨に
対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記



別表１

項　 目　 別　 評　 定　 点

項目 細　　　別 評定点 / 満点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 / 3.3点

Ⅱ．配置技術者 / 4.1点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 / 13.0点

Ⅱ．工程管理 / 8.1点

Ⅲ．安全対策 / 8.8点

Ⅳ．対外関係 / 3.7点

３．出来形 Ⅰ．出来形 / 14.9点
　　及び出来ばえ

Ⅱ．品　　質 / 17.4点

Ⅲ．出来ばえ / 8.5点

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 / 7.3点

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 / 5.7点

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 / 5.2点

７．法令遵守等

　　評定点合計 / 100.0点
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0.0 点　　


